
 

１．件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（泊３号炉）

（５６１） 

２．日 時：令和５年８月３日  １０時００分～１２時１０分 

３．場 所：原子力規制庁 ８階Ａ会議室（一部ＴＶ会議システムを利用） 

４．出席者：（※ ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

忠内安全規制調整官、江嵜企画調査官、宮本上席安全審査官※、 

秋本主任安全審査官※、藤原主任安全審査官、伊藤安全審査官、 

小野安全審査官、平本安全審査専門職、谷口技術参与、中房技術参与、 

三浦技術参与 

技術基盤グループ 地震・津波研究部門 

大橋副主任技術研究調査官 

 

北海道電力株式会社：  

原子力事業統括部 部長（審査・運営管理担当）、他１７名 

原子力事業統括部 原子力土木第４グループ※、他７名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

別紙のとおり 

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

（１）泊発電所３号炉 耐震設計の基本方針について 設計基準対象施設につ

いて（第４条 地震による損傷の防止） 重大事故等対処施設について

（第３９条 地震による損傷の防止） 

（２）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準

対象施設等）第４条 地震による損傷の防止（ＤＢ０４ ｒ．３．２９） 

（３）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故

等対処設備）１．１．２ 耐震設計の基本方針【３９条】（ＳＡ３９ ｒ．

４．０） 

（４）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故

等対処設備）補足説明資料 ３９条（ＳＡ３９Ｈ ｒ．４．０） 

（５）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準

対象施設等）比較表 第４条 地震による損傷の防止（ＤＢ０４－９ ｒ．

３．１１） 

（６）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故

等対処設備）比較表 １．１．２ 耐震設計の基本方針【３９条】（ＳＡ



 

３９－９ ｒ．１．０） 

（７）泊発電所３号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故

等対処設備）補足説明資料 比較表 ３９条（ＳＡ３９Ｈ－９ ｒ．１．

０） 

（８）泊発電所３号炉 ヒアリングコメント回答リスト（第 4条 地震による損

傷の防止（既工認との手法の相違点の整理）） 

（９）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第 4 条 

地震による損傷の防止 

（１０）泊発電所３号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト 第 39

条 地震による損傷の防止 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 規制庁藤原ですそれでは時間になりましたのでヒアリングの方始

めたいと思います泊発電所 3号炉の耐震設計の基本方針につい

て、事業者の方から説明してください。 

0:00:14 はい。北海道電力の奈良です。本日は余剰及び 39 条の耐震設計の

基本方針についてご説明いたします。 

0:00:23 まずは審査会合にてご説明するパワーポイント資料につきまし

て、関連するコメント、コメント回答リストとパワーポイント資

料を用いてご説明する流れで進めて参ります。 

0:00:35 それではまず、資料 1－8の 2ページ目をお願いいたします。 

0:00:43 このパワーポイント資料に関するコメント№5につきまして、パワ

ーポイント資料の構成を見直し変更許可申請段階における、 

0:00:56 余剰の設計基準対象施設と、39 条の重大事故等対処施設のそれぞ

れの要求事項が明確になるように記載を適正化してございます。 

0:01:07 詳細につきましてはパワーポイント資料を用いてご説明いたしま

すので、資料 1－1のパワーポイント資料をご覧ください。 

0:01:20 こちらの資料につきましては、前回からの変更箇所を黄色ハッチ

ングにてお示ししてございまして、その該当箇所を含めて、順に

ご説明いたします。 

0:01:31 それでは右肩 2ページ目の目次をお願いいたします。 

0:01:37 耐震設計方針のパワーポイント資料の構成につきまして、まずは

施設の分類として、1－2、重大事故等対象施設の分類を追加し、 

0:01:48 設置変更許可申請段階における余剰の設計基準対象施設と、39 条

の重大事故等対象施設のそれぞれの要求が明確になるように、 

0:01:58 資料構成を見直してございます。 

0:02:01 続きまして右肩 3ページ目をお願いいたします。 

0:02:07 こちらは耐震重要度分類のスライドとなってございますが、設計

基準対象施設と重大事故等対処施設、どちらの施設に要求がある

か、スライドごとに、 

0:02:18 明確に判別できるように、左上の青四角にて設計基準対象施設と

いう記載を追記してございます。 

0:02:27 また、ページをめくっていただきまして、4ページ目をご覧いただ

きますと、重大事故等対象施設の分類のスライドを追加してござ

いますが、こちらもスライド場にて、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:39 要求のある施設が判別できるように、左上の赤四角にて、重大事

故等対処施設という記載を追記してございます。 

0:02:48 続きまして 5ページ目をお願いいたします。 

0:02:54 弾性設計用地震動のように、設計基準対象施設及び重大事故等対

処施設の両方に適用するスライドにつきましては、左上の緑四角

を追加してございます。 

0:03:07 また、弾性設計用地震動の設定方針につきましては、新第 12 号

炉、玄海 34 号炉と同様な方針であるので、その旨を追記し、 

0:03:17 弾性設計を地震動等、基準地震動がエスワンの応答スペクトルス

ペクトルと比較した図につきましても追加してございます。 

0:03:27 続きまして、6ページ目から 8ページ目に当たり、設計基準対象施

設と重大事故等対象施設、それぞれの施設区分に応じて適用する

静的地震力、 

0:03:40 動的地震力がわかるよう記載を適正化してございます。 

0:03:44 細かいところで、6ページ目をご覧いただきますと、 

0:03:49 （1）建物構築物の中に土木構造物が含まれる旨を追記し、 

0:03:55 スライドの中央にございますが、建物構築物の鉛直地震力の算定

方法につきましても、地域してございます。 

0:04:04 ページをめくっていただきまして、動的地震力につきましても、

ページ目ですね、スライドを追加してございます。 

0:04:13 そして次の 8ページ目にこれらの静的地震力と動的地震力につい

てまとめた表を記載してございます。 

0:04:22 続きまして、9ページ目から事業ページ目に渡り、めくってご覧い

ただきますと、荷重の組み合わせと許容限界について記載してお

り、 

0:04:33 こちらも設計基準対象施設と重大事故等対処施設について、明確

に判別できるよう、赤四角と四角を用いて記載を適正化してござ

います。 

0:04:46 続きまして 15 ページ目をお願いいたします。 

0:04:53 こちらには波及的影響評価の方針を記載してございまして、2ポツ

目をご覧いただきますと、人口プランと同様に、上位クラス施設

の設計に用いる地震動、 

0:05:04 または地震力を適用して評価を行う旨、追記してございます。 

0:05:10 最後に 16 ページ目をお願いいたします。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:05:15 こちらには、一関東評価用地震動の鉛直方向の表、影響評価につ

いて、まとめ資料にて被災している内容をパワーポイント資料の

スライドへと反映してございます。 

0:05:28 詳細につきましては、後程コメント回答リストを用いてご説明い

たしますので、割愛させていただきます。 

0:05:36 パワーポイント資料における変更箇所のご説明は以上になりま

す。 

0:05:41 続きまして、他のコメント回答について、資料 1－8のコメント回

答リストを用いてご説明いたします。 

0:05:50 それでは、資料 1－8のコメント回答リストをご覧ください。 

0:05:56 江藤新倉順にコメントＮｏ．1番につきまして、弊社の建築よりご

説明いたします。お願いします。 

0:06:04 はい北海道電力松田です。それでは資料 1－8のコメント 1、2に

ついて 

0:06:12 回答概要をご説明させていただきます。 

0:06:16 それでまず一つ目のコメントナンバーは桟橋に関連するものでう

す桟橋の施設の位置付けについて、施工における計算書要否も含

めて整理し説明することと、 

0:06:27 いただいてるコメントに対してです。コメント概要といたしまし

ては、原子炉建屋桟橋及び原子炉補助建屋桟橋については、抽出

フローに基づき、当該施設の水平変位線損傷及び落下により、 

0:06:40 上位クラス施設に衝突する可能性が否定できないとして、原子炉

建屋等の上位クラス施設への波及的影響を及ぼす恐れのある下位

クラス施設として抽出することに見直しいたしました。 

0:06:52 よってす、耐震評価等の詳細検討内容については、設工認計算書

にて添付することにいたしました。また、原子炉建屋桟橋及び原

子炉補助建屋桟橋の位置付けについては、 

0:07:05 こちらの記載の通り整理してございます。 

0:07:11 こちらの内容ですが資料の別添 4と、別紙 2に反映してございま

す。 

0:07:19 続きましてナンバー2の方についてもコメント回答リストでご説明

させていただきます。 

0:07:26 定検機材倉庫に関するご質問でがコメントになります。こちらの

回答概要といたしましては、定検機材倉庫については、東條比等

によって転倒方向を限定した検討をしておりましたが、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:40 検討方向を限定せず、検討する方針に見直しいたしまして、想定

される転倒範囲内の上位クラス施設である緊急時対策所及び空調

ワイヤに対して、 

0:07:51 波及的影響を及ぼす恐れのある下位クラス施設として抽出するこ

とにいたしました。 

0:07:56 こちらについても当資料の反映箇所としましては別添 4及び別紙 2

に反映してございます。 

0:08:05 今回ですね定検機材倉庫原子炉補助建屋原子炉建屋桟橋及び原子

炉補助建屋桟橋の下位クラス施設の抽出に伴い、 

0:08:15 抽出過程を説明する別紙 2については、資料 121、資料 1－2に、

抽出過程に関わる部分及び今回の反映箇所を、 

0:08:25 抜粋して、資料としてお示ししております。 

0:08:27 本日のご説明としては各施設の具体的な抽出の考え方をお示しし

た、参考資料 5の内容について簡単にご説明をさせていただきた

いと思います。 

0:08:38 それでは資料 1－2の 276 ページをお願いいたします。 

0:08:55 はい。こちら 276 ページには、こちらは定検機材倉庫における波

及的影響及ぶ恐れの有無の確認をしたものを抜粋として示してお

ります。 

0:09:07 こちら図に示しております通り、定検機材方向については転倒方

向を限定せずに、東西及び南北についても波及的影響を及ぼす恐

れのある範囲として、 

0:09:18 確認することとし、その範囲に南側にある緊急時対策所及び空調

上屋がかかることから、下位クラスとして抽出してございます。 

0:09:29 続きまして 277 ページをお願いいたします。 

0:09:35 こちらは原子炉建屋桟橋及び原子炉補助建屋 3場所における波及

的影響を及ぼす恐れの有無の確認を抜粋して示したものでござい

ます。 

0:09:44 図に示します通り、桟橋は、片方ですね建屋に設置されているこ

とから、図にお示しする通り桟橋を周辺に位置する下位クラス施

設として抽出し、 

0:09:56 桟橋の水平変位、損傷及び落下により、建屋に衝突し、上位クラ

ス施設の有する機能を損なう恐れがあるため、今回下位クラスと

して抽出してございます。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:10:08 今回はですねこれらの細節について波及的影響及ぼす下位クラス

施設の抽出に伴い、抽出過程を説明する別紙 2の関連反映箇所を

抜粋してお示ししてございます。 

0:10:21 他の資料につきましては、次回の会合資料に、こちらの施設の追

加を反映してご説明をいたします。 

0:10:29 以上です。 

0:10:38 北海道電力の大澤スズキまして資料 1－8コメントＮｏ．34 に関し

ての回答概要をご説明いたします。コメントＮｏ．3ですが、一関

評価用地震動括弧鉛直方向の取り扱いについて、 

0:10:53 六ヶ所と同じという記載だけではなく、影響評価方針がどのよう

なものか分かるよう具体的に記載し説明することと、 

0:11:00 また、工認段階でどのような評価をするつもりなのかについて

も、方針を示し説明することというコメントをいただいてござい

ました。 

0:11:07 回答概要といたしましては、 

0:11:10 この一関東評価用地震動の取り扱いについては、今回新たに別紙

12 というものを作成いたしまして、こちらで具体的な影響評価方

針について整理させていただきました。 

0:11:22 またその概要については、回答概要の方に、以下記載してござい

ます。 

0:11:27 ポツの一つ目ですが、基準地震動Ｓｓ3－3については、水平方向

の地震動のみであることから、水平方向と鉛直方向の地震力が、 

0:11:37 を組み合わせた場合の影響については、この一関評価用地震動を

用いた場合においても、水平方向と鉛直方向の地震力を組み合わ

せた影響が考えられる施設に対して、 

0:11:49 許容限界の範囲内に収まることを確認する方針といたします。 

0:11:53 また、影響評価にあたっては、この一関東評価用地震動に加え

て、弾性設計用地震動に対応するものといたしまして、一関東評

価用地震動に対して係数 0.6 を乗じた地震動、こちらについて

も、施設に与える影響を確認する方針としております。 

0:12:09 また、工認段階における評価内容につきましては、こちら別紙 12

の方に、具体的な評価フローを整理し、まとめてございます。 

0:12:19 これらの内容につきましては、右側、資料反映箇所に記載の通

り、パワーポイントでの 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:12:26 16 ページ及びまとめ資料の方についても該当箇所について記載を

充実してございます。 

0:12:31 また別紙 12 については、内容について簡単にご説明させていただ

きたいと思いますので資料 1－2の 278 ページをお願いいたしま

す。 

0:12:52 はい。278 ページから、別紙 12 といたしまして、一関東評価用地

震動に関する影響評価についてというものをまとめてございま

す。 

0:13:02 構成のほうですが、めくっていただいて 280 ページから始まって

ございまして、280 ページに、1ポツはじめにということで評価方

針の概要を記載してございますこちら先ほどご説明させていただ

いた通りの内容となってございます。 

0:13:18 続いて 281 ページに、2ポツの一関東評価用地震動の概要といたし

まして、地震動の策定概要についてまとめてございます。 

0:13:28 こちらの第 1157 回の審査会合においてすでにご説明させていただ

いた通りの内容を 

0:13:36 改めて記載しているというものになっております。 

0:13:40 その後ろ、284 ページお願いいたします。 

0:13:48 284 ページから、3ポツといたしまして一関東評価用地震動に関す

る影響評価方針をまとめてございます。 

0:13:56 3.1、建物構築物については、建物構築物における評価方針をまと

めてございます。 

0:14:04 こちら、評価内容 

0:14:07 細かい説明は割愛させていただきますが、次の 285 ページに、評

価対応評価、影響評価対応のフローとしてまとめて、 

0:14:17 ございますこのような形で、工認段階では評価をさせていただく

ということで今考えてございます。 

0:14:24 同様に、286 ページ及び 287 ページについては、3.2 で機器配管系

の評価、 

0:14:32 方針及びそのフローについて同様にまとめているというものにな

ってございます。 

0:14:40 コメントＮｏ．3の回答については以上となりまして、コメントＮ

ｏ．4につきましてもこちら、今言った、させていただいた回答の

中に回答として含まれているというふうに考えてございますの

で、 
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0:14:51 コメントＮｏ．4の回答も含めてということで今の回答とさせてい

ただきたいと思います。 

0:14:57 №4 までは以上であります。 

0:15:03 はい。北海道電力の奈良です。続きまして、コメントナンバー5番

につきましては先ほどご説明いたしましたので、その次のコメン

トナンバー6番につきまして、回答いたします。 

0:15:15 こちらコメントナンバー6番につきましては、井清条文における設

計基準拡張として用いる設備の扱いについてご説明いたします。 

0:15:27 設計基準拡張につきましては、第 43 条、重大事故等対象設備の審

査において、最新審査知見反映の観点から、 

0:15:37 重大事故等対象設備の設備分類として、重大事故等対象設備、括

弧設計基準拡張を新たに設定し、重大事故等対象設備、括弧設計

基準拡張、 

0:15:50 は、設計基準対象施設のうち、重大事故等時に機能を期待する設

備として定義しているものとなってございます。 

0:16:00 第 43 条の審査において、第 40 条から 62 条に基づく重大事故と対

象設備の設備分類についても、 

0:16:11 等速説明資料を今日 1において整理し、説明しており、 

0:16:15 第 43 条の重大事故等対象設備の設備分類との記載の整合も踏まえ

て、 

0:16:22 重大事項と対象設備、括弧設計基準拡張を設定して設定してござ

います。 

0:16:28 その上で第 39 条の観点からは、重大事故等時に期待する機能が地

震によって損なわれる恐れがないことを、 

0:16:37 一部、1.4．2.1、重大事故等対処施設の耐震設計の基本方針にて

記載してございます。 

0:16:46 審査の視点における先行プラントにおける審査の視点及び確認事

項においても、 

0:16:54 確認にあたっては、第 44 条から 62 条に基づく重大事故等対象設

備の設備分類との整合に留意すると記載があることも踏まえて、 

0:17:05 重大事故等対処設備の設備分類の整合性を踏まえた設計方針を記

載しているものとなってございます。 

0:17:14 のでナンバー6番の回答を終わりまして、続きまして、コメントナ

ンバー7番につきまして回答いたします。 
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0:17:22 こちらにつきましては、泊発電所 3号炉の既許可の記載を踏襲し

ていたものでございましたが、人工プラントにおける記載を踏ま

えまして、記載を適正化してございます。 

0:17:35 こちら詳細につきましては、資料 1－5を用いてご説明いたしま

す。 

0:17:41 それでは資料 1－5の右下通し番号 9ページ目をお願いいたしま

す。 

0:18:07 こちら 9ページ目には、当イチケンに、（1）クロポツ発電用原子

炉施設の一般構造、3パラ目にございます。 

0:18:18 先行プラントである女川 2号炉、島根 2号炉の先行審査実績を反

映し、記載を適正化してございます。 

0:18:28 また、ページが少し飛んでしまいますが、右下 76 ページをお願い

いたします。 

0:18:41 こちらもコメントナンバー7番にて、コメントございました、1.2

適用規格のなお書きにつきまして、女川、島根と相違ございます

ので、 

0:18:52 泊 3 号炉では、Ａクラスの施設の扱いを明確化したことにより相

違し、参考としてやっている人工ＰＷＲの大井と同じ記載となっ

ていることと、そういう理由の欄にＴ 

0:19:04 記載を充実化してございます。 

0:19:07 以上で弊社からのご説明は終わりになります。 

0:19:14 はい。規制庁藤原です。質疑の方に入りたいと思います。江藤。

今回の質疑に関しては幾つ。 

0:19:22 まずはちょっとパワーポイントにもあるイチノセヒガシ関係をち

ょっと先に、一通りあった上でその他を進めたいと思います。 

0:19:33 ちょっと私の方からこのイチノセヒガシについてちょっと、 

0:19:36 確認ですねパフォーとあとまとめ資料、 

0:19:41 どっちかちょっとまとめ資料の方がいいかもしれないですね、ち

ょっと。 

0:19:46 資料 1－2の、 

0:20:10 規制庁ちゃうです。資料 1－2の 47 ページを開いてください。 

0:20:17 パワポにもちょっと文章ちょっとちょっと若干は違うけどほぼ同

じような記載ぶりがあるというふうに理解してます。この文章ち

ょっと 
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0:20:27 日本語だけの話かもしれないです。ちょっとまず事実を確認させ

ていただきます。 

0:20:34 何だろうな、この評価用地震動の要は 

0:20:38 0.6 倍しないもの。 

0:20:40 と、0.6 倍するもの、それぞれについて、水平、鉛直、同時入力、 

0:20:48 及び後、 

0:20:49 単独、鉛直だけを単独入力。 

0:20:52 これはここでどういうふうに読むかっていうのがちょっとわから

なかったのでちょっとお聞きします。 

0:20:58 例えば何ですかね、 

0:21:02 1234、4 行目の衛藤等確認するまでか、これはだから同時入力の場

合は、しかも 4.6 倍しない場合かな。 

0:21:14 については確認する。 

0:21:17 それはその影響、 

0:21:18 確認、ちょっとその 4行目の次の影響評価と若干言葉違うんであ

るんすけど、要は、多分、その次の文章、影響評価とはおそらく

前の文章を引き継いで 

0:21:30 何ですかね、要は 0.6 倍しない、同時入力のものについては、こ

の 5行目の要はそういった鉛直方向に加えて、 

0:21:38 弾性設計地震動に対応するものとしてこれを、 

0:21:42 0.6 使ったものをやる。ここの文章っていうのは素直に読むと、な

んてすかね。 

0:21:49 まず、0.6 倍 7 年目は同時入力は考えます。 

0:21:53 0.6 倍するものを、さっきのに加えて、同時入力しますというふう

に私はちょっと素直に読んで言いました。ただ、まとめ資料だと

若干違う気がして、 

0:22:04 単独入力っていうのが何となく見えないんですね。もしかしたら

このなんだろう。 

0:22:11 1 月ヒガシ鉛直方向に加えて何か読ませようとしているのかなとち

ょっと思いつつも、でも何かちょっと読めないなと思ってです

ね、そこでもうちょっとナカ文章適正化これアノぱも一緒なんで

すけどね。 

0:22:22 どうですかね。この辺、まとめ資料の考え方と、ちょっと合って

ないような気がしたんで、 
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0:22:27 はい北海道電力今村です。記載について専務わかりにくい文章に

なってしまい申しわけございませんでした。ここら辺の記載の意

図については、まず、 

0:22:37 土木構造物等の 

0:22:40 水平と鉛直を必ず組み合わせなくてはいけない設備については影

響評価ではなくて本来の評価になるものますので影響評価という

ものではなくて、 

0:22:51 実際の基準地震動波として扱うものというふうに考えてございま

すその上で、ここでここの記載で言いたかったことはですね、 

0:23:01 水平と鉛直それぞれ、また単独で評価できるような設備につい

て、それについては 

0:23:10 従来は鉛直方向の地震動は基準地震動ではないんですけれども、

それの影響を確認するために、影響評価をするといったことを記

載する。 

0:23:22 する意図でこうこういうのこういう記載とさせていただいており

ました。なので、おそらく我々が抜けてたっていうのは、全体の

中で、どれが影響評価に分類するんですか。どれが、 

0:23:34 そもそも本来評価とするんだっていうところが多分抜けてるんだ

と今認識しましたんでそれがわかるような記載とさせていただき

たいというふうに思います。 

0:23:44 はい規制庁志田です。わかりました要は影響確認と、影響評価は

違うものだというこの文章上ですねテンパチな。 

0:23:51 今テンパチだとまず 12345 か、これ影響を考える施設に対して確

認するか。だからこの確認行為っていう中には、 

0:24:01 今ここはＳＡと 0.6 倍しないものしか入ってないので、おそらく

こういう 0.6 倍するものが要は確認する行為の中に入ってくるよ

うなそういう文章にまず、まず一つなるという理解しました。

で、その上ですね影響評価については、 

0:24:15 何ですかねた単独。 

0:24:18 ていう時には、期間目的とかある何だろう、鉛直方向のみの地震

動に 

0:24:25 対する影響評価とかなんか、なんすか、何の影響評価がちょっと

読めなかったんですね。日本語だけの話です。単純にですねそこ

をちょっとより明確にしていただいた方が何か、わかりやすいの

かなと。要は、 
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0:24:37 やろうとしてることが読めないのでもうちょっと工夫していかが

ですかってことです。よろしいですかね。 

0:24:42 はい。北海道電力今村です。はい。ご指摘の通り、 

0:24:48 この文章だけでは今何をしたいかっていうのが不明確である点、

理解いたしましたので 

0:24:55 建物構築物、機器配管系で実際にやるものと、土木構造物やって

る内容をちゃんと切り分けて、非期待できるように、 

0:25:05 したいと思います。 

0:25:13 ＳＤが、 

0:25:15 ヱスビーが中間入るんですか。 

0:25:18 それは、 

0:25:22 規制庁ですね、ちょっと今建物構築時で分けようとされています

けど、ＳＤを受けたＳクラス施設に、 

0:25:30 求められているものですよね。 

0:25:33 別に水曜はＳクラスってのは別に建物、土木抜きというわけでも

なく、Ｓｓの土木があったら当然それも要求かかるので、 

0:25:43 別にここでうん。いやもし分かれるとしたら、もとより、後段の

ところで分かれて要はこれは 

0:25:52 Ｓじゃないものについては当然、間接支持構造物には当然別の形

になろうかと思うんで、そうかそこの表現がちょっと読めないっ

てことか。逆に言うと、 

0:26:02 北海道山根すいません土岐さんの子回答もちょっといまいちで申

し訳ございませんでした。衛藤。 

0:26:09 言いたかったのは 

0:26:11 影響評価の中にも 

0:26:14 必ず組み合わせて評価しなくちゃいけない。つまり公民の本評価

になる、正式な評価基準地震動波として扱うものっていうのは、

今は土木構造物同時入力しなくちゃいけないものを水平と鉛直を

必ず組み合わせて評価しないといけないものについては、 

0:26:31 基準地震動並みに基準地震動としてほぼほぼ扱うと。 

0:26:35 いったものと、そうではなくて建物構築物だったり機器配管系だ

ったりっていうのは水平と鉛直別々で評価して後で組み合わせて

評価できるもの。 

0:26:46 はい。 
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0:27:30 はい北海道出野儀間まですいません説明が混乱してしまい申しわ

けございませんでした。 

0:27:36 そうですね影響評価の中で 

0:27:40 組み合わせて影響評価するものの中に、どういったものがあるか

で 0.6 を、 

0:27:48 常時で評価するものがどういうものがあるかっていうのは、明確

になるように、ちょっと記載を考えさせていただきたいと思いま

す。 

0:27:59 規制庁になるわけですけど。はい。ちょっとこれよくわからない

なって思うんだけどまずＳクラスに対しては、 

0:28:05 要求としては、ＤＢ施設のね、いわゆる結節に対して、 

0:28:11 機能維持っていう話と、 

0:28:15 いわゆる弾性用設計。 

0:28:16 ですよね。伴に対して、概ね弾性範囲って確保を言われた成績で

すよねっていう部分が分かれてるわけですよね。それに対してど

ういう対応をしているのかっていう。 

0:28:26 考え方をもっと明確にした方がよくて、 

0:28:29 で、 

0:28:30 土木だから機器建築だからってなくて、 

0:28:34 基本的にどっちも見え、 

0:28:36 鉛直に対してそれは組み合わせて適切に組み合わせますよっての

は大義名分だと思うんだよね。 

0:28:42 一番来たい人は広義のを、 

0:28:47 宣言だと思うんです。それに対して、 

0:28:50 ここの施設に対してはどうしていくのか。 

0:28:53 ていう話ですよね。土木の中にＳクラスがないのかっていうと、 

0:28:57 ここではないのかもしれないけど、 

0:28:59 行き方針としてはそこがないとがあるとかではなくて、あったと

してもちゃんと設計ができるような方針じゃないといけない、盛

らせないと駄目なんで、 

0:29:08 そういう話にしといて、実際にそれをどんどん後段で検討、工認

入った段階も含めていくと。 

0:29:15 実際のリアルな状態んａｓ－ｉｓなっていくんで、そうすると実

践をしたら、具体的な方針になってくる設計方法なってくると思

うんだけど、 
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0:29:25 いきなりもう何かありきで話そうとすると、話がで論理矛盾しち

ゃうんで、 

0:29:30 大体、他のサイトでも言っているんだけど、何かもう、 

0:29:34 ありきではなくて、協議の話をするんではなくて割と広義の話

で、この設置許可の話ってしなきゃいけないんですよね。 

0:29:42 耐震設計方針とかいうのは、 

0:29:44 特に本部だとか、 

0:29:45 テンパチだとかって、それで基本的まとめ資料とか、いわゆる購

入補足説明資料に当たるようなもの出すと、どんどん何か中身

が、 

0:29:56 自主的な施設に即注ぐような、整合するような設計方法を、 

0:30:03 を論じノジリようになってきますからそうすると、それに対応し

て、どういうような、 

0:30:09 説明になるのか、いや、マイナーチェンジがあるのかっていう話

が出てくると思うんですけどね。 

0:30:14 そういうふうに、 

0:30:15 だんだんと段階的にその詳細度が、増すほどに 

0:30:21 実態が具体的に説明されるようになってくると思うんですけど、

もともと、 

0:30:27 ここの設置許可であるべき話っていうのは一番最初の大義名分と

して何をすべきなのかっていうことが基本的にこの 

0:30:34 基準規則に適合しているかどうか。 

0:30:37 そこを見てますんでね、その辺はちゃんとしっかり書いた方がい

いかなと思うんですけど、理解していただきました。だから、 

0:30:43 その中で僕が言ってるそのさっき言った、 

0:30:45 土木だから、同時入力だからっていうのは別に、 

0:30:50 いいんですよ、なかなかできないけどフラッシュなんてさ、基本

的にさ、水平上下分けて計算した後で重なったってできるんだか

らさ。 

0:30:57 うん。 

0:30:58 やろうと思えば、 

0:30:59 ただ、 

0:31:01 ただ、便宜上、 

0:31:02 同時に起こした方が便利だからやってるわけですよね。便宜上で

すね、建築が現地でそろそろ同時入力できないこともないけど
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も、基本的には解析のね副詞団子モデルっていうものが 3次元モ

デルだったらね、 

0:31:16 シェル要素みたいに作ってしまえば別だけど、もともと串田の方

でできてるから、その設計というソネ。 

0:31:21 本来あるもののその、 

0:31:23 コンセプトを崩さないようにっていう、便宜上ですよね。 

0:31:27 日数すぎなくて別に 

0:31:29 基準規則に何も関係ないんだよね。 

0:31:31 うん。 

0:31:33 だから、その辺をちゃんとしっかりと設計としてどうあるべきか

っていう考え方。 

0:31:38 と、そのもともと基準規則と適合している部分はどうなのかって

いうことをちゃんと三宅がつくように説明した方がいいと思うん

だよね。 

0:31:46 言ってる意味わかります。 

0:31:48 はい。北海道電力今村ですご指摘ありがとうございます。 

0:31:53 私としていろいろ勘違いした部分があったと思います。 

0:32:02 先ほど、しゃべった分も 1回混乱させてしまうかもしれませんけ

ども土木とかであれの構造物あれば同時入力が必須だと考えてま

したので、その意味でもうそちらは、については他の方針と同じ

ような方針であると。 

0:32:17 いう話だと思ってますけどそうではなくて、はい。 

0:32:21 はい。なのでそういった観点で手段であるとかっていうことも踏

まえてこのＳｓ3－3の鉛直地震動について 

0:32:29 原発全施設全体として発電所全体としてどう考えるかということ

をまず整理しなさいといったご指摘だと思いますので、そういっ

た観点でも、改めて整理させていただきたいと思います。そうそ

う。そういう観点でいけば 

0:32:41 確かにＳ、Ａと、Ｓクラスっていうのは全施設に対応する可能性

ございますので、全体的な方針としてどうあるべきかと。 

0:32:51 ていうのは他のＳクラス施設の設計方針と、全部書いてますので

そういうのを参考にして、各具体的に書かせていただきたいと思

います。 

0:34:43 規制庁フジワラでちょっと今、庁内打ち合わせ中で少々お待ちく

ださい。 
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0:48:36 規制庁シマ庁内ちょっと打ち合わせが終わりましたんで、ちょっ

と今庁内で打ち合わせして他のまあ六ヶ所とかで実際やってるこ

ととか、 

0:48:45 に対して、そういうのどういうふうなことを実施設計に該当する

ことをやってますので、そういった内容というのは当然こちらの

方の泊の方では、フィードバックとしてですね内容をより、 

0:48:56 実態に合わせてやっていくと、で、ですからこの 4、資料 1－2の

47 ページは、そういった大方針を打ち立てた上で、個別の別紙の

12 でしたっけね、そちらの方で 

0:49:09 まだちょっとこれ今回の、なんだろう会合後でも本ブラッシュア

ップは当然出てくるかとは思いますけども、一応今回の審査会合

においてはどういうふうなことをまず、大方針やＳｓ通常Ｓｓと

同じようなことを、 

0:49:22 するんだったら、すぐ方針を立てた上で、あと、また別途単独入

力とかいうところがちょっと気になるところがあればそこや追記

した上で、 

0:49:33 別紙 2、このブラッシュアップしていくと、一応そういったふう踏

まえて、パワーポイントとかですね、ちょっと考えていただいた

方がより、今多分記載だけの話からやっていただいてる内容でも

う私たちはもう今、 

0:49:45 別紙見たら第大体わかるので、一応そんな流れで記載を適正化し

ていただいた方がいいかと思います。よろしいですかね。 

0:49:53 はい北海道電力イトウイマムラです。ご指摘は拝承いたしました 

0:49:58 影響評価だったり、設計、 

0:50:01 といった言葉の使い方我々まだうまく整理できてませんでしたの

で設計に取り込むだったり、そういう方針を大体方針を一度関東

鉛直の扱い方の大行進をまずテンパチ等で記載できるように記載

の適正化を検討させていただきたいと思います。 

0:50:20 はい。もう 1点だけちょっと私、確認でこの 286 ページから資料 1

－2の、この機器配管系の記載っていうのはあれですかロ、 

0:50:31 仮称の設工認でこれが出てきたやつですかね。 

0:50:34 ちょっと私、今あまりちょっとお伝えしてないかもしれません。

はい。北海道電力今村です。記載の主な内容については 6ヶ所の

設工認の方針等で記載されているもので、その中で 
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0:50:49 具体的な評価の内容例えば低ピッチの評価の方針だったり、記載

されてますけども、そこまで、まずは具体化しないということで

そういった具体的なものは除いた上で、記載しています。また 

0:51:04 一部相違する箇所としては 

0:51:06 の燃料集合体等ですねこちらも水平鉛直同時入力するようなもの

ございますのでそれについて除いたということを明記したものと

なってございます。そこが六ヶ所との相違となります。 

0:51:34 すいません。規制庁中里です今一関東椎野話があったんですけ

ど、資料 1の 284 ページの、 

0:51:45 3 ポツ 1の建屋、建物構築物で、 

0:51:50 上から、 

0:51:52 運用の有無読んでみると、建屋構築物の耐震評価ではＳｓ地震Ｓ

Ｄ地震静的地震のいずれか大きい方の地震力に対する評価におい

て材料物性時の不確かさを考慮し、 

0:52:08 水平方向及び鉛直方向の各地震力を包括して設定した。 

0:52:15 石油地震力に基づき評価するって書いてあるんですけど、 

0:52:20 実際、 

0:52:21 この大戸を検定値、 

0:52:26 とか割り増しケースって、285 ページの第 31 の図があるんですけ

ど、 

0:52:33 こんなこの文章に対してどういうふうに割り増しをするのかなっ

ていう。 

0:52:40 その具体的にイメージがよくわかんなかったんですね。 

0:52:43 基本的にはあれですよね、Ｓｓ地震と静的地震。 

0:52:48 は多分終局に近くでＳＤは弾性だからほぼ弾性Ａの協力地を地下

使いますと。 

0:52:57 まず、構成部材もですね。 

0:53:00 部材も曲げとせん断、軸力入る場合によっては許容値が違うと。 

0:53:07 2 事例も加わることもあるでしょうと。それに加えて、材料物性値

のばらつきを考慮して、 

0:53:15 応答比率検定値と割増ってすごい係数が考えられるんですけど、

文章で書くのはいいんですけどこう言って具体的なイメージを持

って書かれてるのかなあと。 

0:53:28 思ってますん。 

0:53:29 他のなんかうす。 
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0:53:32 あのサイトを真似しただけじゃなくて北電さんとしてどういうふ

うに求めてる。具体的にイメージがなければ、こういう文章を、 

0:53:41 許可段階で書くのはいかがかなと。 

0:53:44 あるんだったらイメージを少し教えてもらえばと思います。 

0:53:48 よろしくお願いします。 

0:53:52 はい、ありがとう剤ます北海道電力の大澤です。考え方といたし

まして、今お話いただいた通りで建屋の評価においては通常Ｓｓ

地震力に対しては、 

0:54:02 ばらつきも考慮した上で、水平方向の設計用地震力、鉛直方向の

設計地震力ってのをそれぞれまず設定してございますというのが 

0:54:11 まず、Ｓｓに対しての設計の考え方ですねその上で、 

0:54:17 まずはその設計用地震力ばらつきも考慮した設計用地震力に基づ

いて出てきた検定値っていうのをベースに考えておりまして、そ

こから 

0:54:28 じゃあ、その設計、 

0:54:30 設計用地震力と一関東単独での鉛直方向の地震力が、どのくらい

の比率になるのかっていうところをこの応答比率っていうのを算

出して確認しようというふうに考えてまして、 

0:54:43 この応答比率の考え方については、今 285 ページの図のですね、

ちょっと右上の方に米印でちょっとすごいちょっとちっちゃくて

わかり、読みづらいところちょっと恐縮だったんすけども、 

0:54:56 にちょっと記載補足をしてございまして、各建屋の応答解析モデ

ルに鉛直基準地震動の鉛直方向入力した場合、猪瀬地震力と、 

0:55:08 一関を入力した場合の地震、土地、この比率から算出をそれぞれ

いたしますということで、考えておりましてそのケースを、 

0:55:20 京成から基づいて算出した比率を割増係数っていう形で呼んでお

りまして、それを先ほど言った設計地震力で算出した検定値に、 

0:55:32 かけた場合に、それでも、検定比が 1.0 におさまるのかっていう

ところは具体的に確認しようというふうに考えておりましてそれ

をこの文章でちょっと表現していた。 

0:55:42 つもりだったんですがちょっと確かにわかりづらい部分もあった

かなというとちょっともう少しそこは、 

0:55:50 ちょっと書けるようにちょっと記載を考えたいなと思ってござい

ますが、 

0:55:55 すみません 
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0:55:57 伝わ伝わりますでしょうかというすいません回答になってなけれ

ばちょっと申し訳ございません、市長中尾さんです。 

0:56:02 応答比率っていうのは何か縦のひずみとか変化なんかで出すんで

すか。いや、評価部材に対してって書いてあるんで、何か部材に

対しても出すのかなという。 

0:56:13 この文章が具体的にどうやるかってイメージがよくわかんなかっ

たんで、一番厳しい部材に対する応力比率を出すのか全体のその

ひずみ変位に対して出すのかっていう、この音比率の、 

0:56:27 出し方ってまあイコール割増係数ですか、それを割り増すケース

として、全部材にかけるんですか。部材によってはもっと厳しく

なるケースとか、楽天のあるケースありますよね。 

0:56:40 そこら辺の考え方って、どっか整理されてんですかって弾性設計

だったら何となくわかるんですけど、エッセンスなんて終局近く

なったら、 

0:56:50 そういうのが成り立つんですかって、そういうイメージを持って

書かれてるのかよくわかんなかったんでお聞きしてるということ

です。 

0:56:58 北海道電力の大澤です。ありがとうございますここではそういう

意味でいくとそこまでちょっと具体的な評価方法までちょっと読

めるような記載にはなっていなかったかなと思っています。大枠

として、その大戸比率で配りますケースを確認したい。 

0:57:13 いたしますという、評価の大方針を変えているというところ。 

0:57:18 だったかなと思っておりますので、具体的にじゃあどこの部材、

宇井の等々で比率を取るんだとか、そういったところは、この方

針を踏まえてその購入段階で評価する段階ではもう少し具体的 

0:57:31 になるように、記載、方針をですね、記載していきたいなという

ふうに思っておりますんでちょっとそこももう少し、しっかり考

えた上でこの方針で問題ないのかっていうところをちょっと確

認、今一度させていただきたいと思います。以上です。わかりま

した。 

0:57:44 なんかすごい複雑なことをやりそうな文章に読めるので、そこら

辺のＳｓとＳＤと静的地震力ごとと財務評価については、少し整

理して、 

0:57:55 本当に設工認段階でできそうなパターンとか他の、 
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0:58:00 サイトウを参考にして書けばいいと思います。あともう一つです

ね 284 ページの 

0:58:10 部分ではですね、 

0:58:11 耐震評価結果検定比って書いてあって、285 ページの第 31 の図で

はオート応答率って書いてあるんですね。 

0:58:21 だから用語をて、一緒にすればいいと思います。いわゆる応答率

というのはここで検定比な文章では検定比になってると。 

0:58:31 それから要望提示、一緒にしないと意味が通じないと思うんで、

簡単な指摘ですけどそこも修正の方お願いします。 

0:58:42 はい。北海道電力のオーサーです。 

0:58:46 そうです。今ここでちょっと読みづらかったかもしれんけど検定

比って言ってるところはあくまでそのＳｓの設計用地震力に基づ

いて算出した、その検定値というかその評価結果。 

0:58:58 の比率のことを申し上げておりまして、応答比率っていうところ

は、まず単純にそのＳｓ地震力と一関、 

0:59:07 生命評価用地震力の、 

0:59:10 それぞれの方なんですね、比率のことを応答比率ということで一

応この検定比と応答比率というところをちょっと 

0:59:17 言っている対象が少し、 

0:59:19 一応分けてはいるつもりでは、 

0:59:21 ございますというところ。 

0:59:24 それどっかって書いてあります。ちょっとわかりますとですね、

3、284 ページの中真ん中あたりに、そのためって始まる文章の中

で、 

0:59:34 この加来家、とその 2行目からですね各計算書に示す耐震評価結

果ですねこの、 

0:59:43 カッコ検定比っていうふうに言っておりまして、あくまでそのＳ

ｓ地震力に対しての評価結果が、検定比っていうものになってお

りますと、大戸比率は、それに対して 

0:59:55 地震力、 

0:59:56 Ｓｓ地震力と一関、地震力の比率を足したものが、大戸比率とい

う、 

1:00:02 いやそれはそれだけじゃ読み切れないと思いますので、少し注意

書きで書いてもらえばわかると思いますが、はい。そこら辺、 
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1:00:12 少し細かくわかりやすく書いてください。はい。よろしくお願い

します。 

1:00:17 安全だっていうのは、 

1:00:34 わかりやすいんじゃ。 

1:00:42 植野先生ご指摘、承知いたしましたこの辺記載、もう少し丁寧な

規制になるようにちょっと心がけたいと思います。ありがとうご

ざいます。うん。規制庁の三浦です。今もう中房のお話の通りな

んだけど、 

1:00:55 これ例えばね、今の 285 ページのアスタリスクの右上のやつです

か。 

1:01:02 これを読んでみると、 

1:01:04 これ延長食う方向の入力比率みたいな、応答比率、それで割増率

を受けますよっていう話をしてるわけじゃないすか。 

1:01:13 でも実数、建屋構築物っていうのはほとんどせん断成分壁が主体

の構造なので、 

1:01:19 この応答比率かけて壁の線チェックを割り増しとしてやるっての

はあんまり物理的に意味がないですよね。 

1:01:28 言ってる意味わかりますよね。 

1:01:31 鉛直なので。 

1:01:33 ね。だから物理的な意味ないですこれ大戸大戸比率出してやって

それをかけてやるっていうのはね。 

1:01:38 あと、もう本当だったら真壁床だったらわかりません。ボート比

率で延長広告の地震動で、 

1:01:45 回りましてやります、でチェックしますっていうのは、話として

わかるんだけど、 

1:01:50 これその辺のだから、 

1:01:52 長澤由井様に最終的に何どういう調査をしてどういうふうにやる

かってことを念頭に置いてこの文章は少しもう一度考えられたら

いいですよ。 

1:02:01 北海道電力の高橋です。最初、中房さんからもいただいた最初の

段落の部分、これもともとこういう設計をまずしますということ

を書いてる段落になってますで、 

1:02:11 2 段だけのそのためというのが、なので、我々応答比率を掛けると

いうことなんでちょっともう一度繰り返しになってしまいますけ
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ども、建物構築物の場合出展系の軸ばねモデルで評価します。そ

のそれぞれの部材に、 

1:02:26 千田例えばせん断力と軸力が発生しますと、そのせん断力と軸力

っていうのは、ばらつきも考慮した解析になってますので、 

1:02:37 そのすべてをトータルして設計用地震力というものすべてを包絡

した地震力の水平鉛直の組み合わせで、部材の評価をします。 

1:02:47 なので水平鉛直両方入った、検定比というか鉄筋量の比率が出ま

すと、し必要鉄筋量に対する発生鉄筋量が出ますんでその比率を

まず我々、 

1:02:59 検定比と言ってますそれが例えば 0.8 になりますといったとき

に、鉛直の一関ヒガシをまた入れた場合に、もともと設計用地震

力で出てきた部材の中で一番大きいものと、 

1:03:16 一関ヒガシを入れたときの、その分、各部材の比率を確認して、

甘イチノセヒガシが上回っていればその件数を断面算定結果の比

率にかけるので、 

1:03:28 水平鉛直両方入ったものに対して、比率を水平も防ぐのが大きい

んですけども、その比率でやってるんでは、十分保守的に、 

1:03:38 評価に係数かかるでしょうという、我々のこの評価のイメージに

なってます。 

1:03:45 ただ、ちょっといろいろやりとりをしていたです。実際にです

ね、ちょうどこの一関東の鉛直が大きいのかということなんです

が、今現在見てみましてもそれほど大きい比率になってないので 1

を上回ってくることがほぼほぼないんじゃないかという想定もあ

ってこういう記載にもなってございます。 

1:04:05 うん。いや欄としてはぼやっとわかったんですけど、 

1:04:10 今までいろんな不確かさケースでやっててね、それに関してはど

ちらかというと流量の不確かさなんかの一つ不確かさってのは、

水平方向のせん断力に対する、 

1:04:20 ばらつき的なものを評価したんですね、今回鉛直対称になってる

ので、 

1:04:25 いわゆるスケルトン上の受講に少しは影響するのかもしれないけ

ども、 

1:04:31 これを何か比率を出してやって、スクールにはね返るってこと、

あんまりこうなんか物理的に意味がないから、こちらせん断の評



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

価水平しか評価しない、ひずみの評価にはこの鉛直のイチノセ入

れません水平でしかもともと評価してませんので、 

1:04:48 あくまでもＳクラス設備の間接支持だとか基礎盤ですとか、例え

ば中央制御室の壁ですとか、部材の局部評価した部材に対して、

水平鉛直もともとそれは言ってますので、 

1:05:01 そこに鉛直の比率だけを、検定比にかけることによって、許容値

以内にさらに入ってるっていうことを確認しましょうと。 

1:05:10 いう、 

1:05:12 フナノでここの言ってるこの評価対象 2段だけの評価対象部位と

いうのは出店系だけで出てくるせん断ひずみに対して言っている

というのではなく、これは六ヶ所さんも同じなんですけども、 

1:05:23 Ｆの 3次元ＦＥＭで解いた部材断面断面算定結果に対して、 

1:05:29 比率を乗じるということで考えてございます。 

1:05:34 何となくイメージがなかったら、これどっちかっつうとこういう

形になるんだけど、とにかくって話はあんまりないんだろうと思

うんだけど、基礎版とか、 

1:05:44 あとは中央制御室の壁はオンダｏｎｅ．項で組み合わせてるやつ

の例えば、 

1:05:49 法定分を不アリマしてやるとか、そういうことなんですね、今イ

メージとしてはね。そうですね、5ｔ分だけに達してしまうとまた

ちょっと、それは詳細評価に行くと詳細評価でそれやるんですけ

どまずは検定比全部にもオンしてしまえば、保守的になるだろう

ということでまずそれでまず 1.0 で、 

1:06:06 だからあれですね水平方向にも同じ比率をかけちゃうってことな

んですね。だからもう完全なる大戸儀間を応力比みたいなものに

ぱっとかけてしまうってことですよね。 

1:06:15 この割増率っていうのは何か応答比に対して、それをまた保守側

にこう倒したような感じで決めるわけ。1.25 だったら 1.30 にしま

すとかそういうものでしたっけ。 

1:06:25 北海道電力荒瀬ですここの応答比率をどうどう決めていくのかっ

てのはまだちょっとこれから工認段階で詳細説明させていただこ

うというふうには考えてございます。わかりました。やり方は大

体どういうふうにやろうとしてるのが理解できました。 

1:06:38 それの最終的なイメージを合わせて少しこの文章を 
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1:06:42 もう一度少し見直したらいいですね、これだけ見ると少し誤解を

受けると思います。 

1:06:46 北海道の高橋です。はい、承知いたしました。 

1:06:56 今のこう書いてあるコテイシの趣旨の後ろに参考として、 

1:07:02 今言われてるイメージの方、ここに行って設工認って変わる可能

性もあるからっていう話はしていたんですけど、今、 

1:07:10 部分的な局地的な応力の評価において 

1:07:15 今みたいなイメージを今具体的なイメージとしてやっているって

いうのを参考として、何ですか。 

1:07:21 イメージをつくれないですから書けないですかね。 

1:07:26 電力の高橋です。ちょっと検討させていただいて、ちょっとこの

資料の充実化はちょっと図っていきたいなとはその認識合わせが

できた上で購入進めたいなというふうには思いますので、 

1:07:38 ちょっとすぐという形ではちょっとできないかもしれないすけど

ちょっと検討させてください。 

1:07:44 はい。 

1:07:57 北海道で正しいです私も口頭だけでちょっと説明してお伝えでき

てるのかなというのはちょっと心配あるのでちょっと資料化して

少しご説明させていただきたい。ちょっと、少しお時間いただき

たいというふうに思います。 

1:08:17 藤規制庁ＳＡ等、イチノセヒガシに関して上坂の方も含めて、他

よろしいですか。 

1:08:23 はい。そしたらちょっとパワポ関係でじゃあ確認。 

1:08:27 ます。 

1:08:31 長野中佐々です。資料 1－1の 17 ページはこれまとめ資料まとめ

が 17 ページに書いてあるんで、 

1:08:40 全然よくわかんなかったんですけど設計における留意点って、 

1:08:45 その上位クラス施設の安全機能へのか幾ら清野施設の波及的影響

って何。 

1:08:52 わざわざこれを抽出した理由がいまいちよくわかんないんです。 

1:08:58 基本、例えばですね、 

1:09:02 一つの設計上の留意点とすれば、液状化対象層をとか、液状化範

囲について追加調査し、 

1:09:11 耐震重要度に応じて該当する施設の液状化対策を検討することも

ですね設計上の留意点になると思うんですけど、この 
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1:09:21 留意点を抽出した根拠といいますか、考え方について教えてもら

えませんか。 

1:09:28 はい。北海道電力今村です。まとめ資料の項目で設計上の留意点

のところに波及的影響を記載させていただいているというのは 1

点目。 

1:09:39 ていうのとあと、審査の視点等でも設計上の留意点で 

1:09:44 のところに波及的影響を確認することになっておりますので、そ

ういった意味で設計上の留意点を、この波及的影響を選定してい

るといったことになります。 

1:09:57 すいません。 

1:09:58 資料ですね。そうですね、46 ページ目ですねはい資料 1－2の 46

ページ目に、設計における留意事項ということで項目出しをして

いて、センコーから、 

1:10:09 ここに波及的影響か記載をしているといったものになります。 

1:10:19 そうそうそう。 

1:10:22 僕が思ったのはそのガイドとか設計上の留意事項ではなくて、泊

発電所としてね、何が留意事項なのかって書くかける書くこと

が、 

1:10:34 審査会合の資料だと思うんですね。いやみんなガイドにのっとっ

てますって書いてあるんす。ああそうですかって話で、どこを見

てもらいたいのか、どこを。 

1:10:44 他のサイトと違うのかっていうことを説明することが重要だと思

うんですけど、いかがでしょうか。 

1:10:53 はい。北海道電力今村です。はい。そういった意味でいくと耐震

設計方針を全体として、 

1:11:00 全体全体としては他のサイトと相違がないといったことになりま

してその上で方針が違うというのが一関東の鉛直になりますの

で、 

1:11:11 ただ 

1:11:13 方針が同じだから全部消してしまうってなってしまうとほぼほぼ

御説明事項がなくなってしまうというのもありますので、全体概

要として説明させていただきたいのかなというふうに考えてござ

いました。 

1:11:37 そうです。 
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1:11:38 はい北海道電力イマムラです液状化については別途審査会合設定

させて説明させていただいていることと 

1:11:47 す。 

1:11:48 影響評価の方針については示し 

1:11:51 先行と大きい変更がないということで記載さしておりませんでし

た。 

1:12:05 ＩＰＯ場合については別途会合で発表すると、それが泊のを一つ

の設計上の留意点だと、いうことを、 

1:12:15 会合に諮るということを、意味だととらえましたけどよろしいで

しょうか。 

1:12:20 はい。北海道電力今村です泊発電所の論点としてあらかじめ提示

させていただいていて地下水位の設定方針、液状化の検討方針、 

1:12:32 については先行して説明させていただいておりまして、それとは

別に 

1:12:37 6 月に 

1:12:39 解析手法等の論点があるかないかということも会合させていただ

いておりますその上で今回一通りの説明ということで 

1:12:47 先に提示させていた論点以外の設計方針を説明させていただくと

いう会合になりますので、液状化の評価方針については前回会合

させていただいてますけどもそこでまた改めて説明することにな

ると考えております。規制庁藤江さん。 

1:13:02 首藤ですか。17 ページの要は 1、二つ四角があって一つ目の二つ

目の四角かな、従来から説明してる。 

1:13:10 まず、そこら辺に何か要は液状化とか、要は線もうすでに何か説

明をやってるものである。今、中さんの言う留意っていうのは、 

1:13:21 泊としての病院という話を言っているので、そういった留意とい

う言葉を使わずとも、そういった液状化とかいうキーワードをち

ょっとある程度入れてそこはもうすでにやっていると。で、ここ

で言う設計にｄｕにおける留意事項とこのテンパチの、 

1:13:34 多分日本語的な 1話であれば、別に留意事項ということを今ここ

でまとめ資料にこだわらずとも、何か済ますムタぐらいでくくっ

ても別にいいんじゃないかな、要は留意事項が引っかかってるっ

ていうだけなんで、 

1:13:47 留意事項としては液状化とかですね、そういうのが別途あるよう

に、そんな感じでもいいですか。はい。 
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1:13:54 はい北海道電力今村です。ご指摘ありがとうございます。良いと

理解いたしました特に留意事項として新たに説明する事項として

項目立てる必要もないようですので波及的影響であればそのまま

はっきり影響という項目出しをすることを考えたいと思います。

また、留意事項である液状化について 

1:14:12 審査会合で説明、別途説明している旨、追記させていただきたい

と思います。 

1:14:19 はい。その他パワーポ関係でござい。よろしいですかね。はい。

そしたらちょっとまとめ資料関係で一応幾つか確認をさせていた

だきたいと思います。 

1:14:33 既設のタニグチです。 

1:14:35 まとめ資料の中で、別添 6戸部って 7別添 6は、土木の構築物、 

1:14:44 別添 7の方は、建物の構造概要という形で、今回、 

1:14:52 構造概要等の設定については今回初めてかなと思ってるんですけ

ど別添 7っていうのは、 

1:14:59 で、 

1:15:00 添 7 のところの記載等、別添 6のところの負債、基本的に、 

1:15:07 土木は地盤を評価して、細かくやるので、部材がどこにあってマ

ンメイドロックがどこにあって、それから、地質断面はどうなの

かっていうのが非常に細かく書いてあるんですけど、 

1:15:21 建築に至っては基本的に本当に使用建屋の構造概要しか書いてな

くて、断面も、 

1:15:30 地盤との関わりも、 

1:15:33 本当にグランドラインのところしか書いてないような状況になっ

てるんですけど。 

1:15:38 この辺、 

1:15:40 資料建屋の別添の 7については、 

1:15:46 隣接の周辺地盤の条件情報とか、バック昼の情報とか、 

1:15:53 そういったものをこの断面の形状の中に記載することは、 

1:15:57 できませんか。その辺、 

1:16:01 実はさっきの別紙の 2なんか、参考資料の 5かな。今回桟橋のと

ころはこうなってますっていうので説明資料が 277 ページに書い

てあったりとかしてるんですけど。 

1:16:15 ホウジョウ建屋と原子炉建屋とか、 
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1:16:18 島バクフィットの関係についての絵も何となくウワーッとしてて

よくわからないものがあるので、 

1:16:26 この辺も 

1:16:28 別添 7にミイくやっぱりどうなってるのかなって見に行くんだけ

ど、読めないんですよね。 

1:16:34 そういうことで言うともともと別添なんて舗装、建物の本当に構

造概要しか書かないんだっていうのは、今までなのかもしれない

けど、 

1:16:43 もう少し地盤との関係とかバック理事との関係とかそういったも

のを各国とってできませんから、その辺、 

1:16:51 イメージとしてはそういうものがわかるものまで書けないかなと

思うんですけど、いかがでしょうか。 

1:17:04 はい。はい。北海道電力の大沢です。今、別添 7の方について

は、わくわく建屋の耐震評価する上でのアノは基本的にその水頭

にかかわらずこの建屋のうちモデル化範囲とかいうか、 

1:17:20 いうところを含めてということでこの建屋単独っていうのは、図

をお示ししているというところかなと思ってございました今、 

1:17:27 見ていただいたところはこれに加えてこの断面図についてはもう

少し横の状況広がりを持った断面図ですとか、その地盤条件がわ

かるような、 

1:17:40 基礎下の状況も含めた、 

1:17:42 広げたような絵も。 

1:17:44 これに加えて追加するっていうようなそんなイメージでやっぱり

建物ＳＲモデルでやってるから、地盤高炉にあんまりしてないっ

ていうのはあるんだけど、 

1:17:54 やっぱりそういう地盤との関連性が全然見えないので、 

1:17:59 この図面にそういうものそういうもの、この図面以外に、この別

添の 7のところで、そういうものがわかる情報が書けないかなと

思ってるんですけど。 

1:18:11 追加できないかなって思ってるんですがいかがでしょうか。 

1:18:16 北海道電力の大澤です。このあたりですねちょっと実際の地盤条

件がどうなっているのかですとか隣接の状況というのも含めて設

工認段階で改めてその辺りも含めたその評価状況、条件ですとか

は詳細にご説明。 
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1:18:30 させていただきたいなというふうに思っておりますのでその段階

ではしっかりとそういった図面もおつけした上でご説明をさせて

いただきたいというふうに今の時点で考えているんですけれど

も。衛藤。 

1:18:40 なので基本的にその設工認段階で改めて詳細ご説明させていただ

くっていうことでもよろしいでしょうか。 

1:18:46 別添 6と別添等の図面の表記の仕方が全然トーンが違うので、徹

底力は土木は相当、どこまでまとめておくとか、 

1:18:58 どこまで馬頭元するのかなんて細かく書いてるんだけど、 

1:19:03 建築側の図面は本当に何も書いてないので、その辺が全然わから

ない。 

1:19:10 と思うので、そういう情報が書けないかなと思って今ちょっと、 

1:19:15 言ってるんですけど。 

1:19:18 5 人で細かくするって当然細かくしてくんだと思うけど、僕はここ

まで細かく書いてるので、そういう書き作りはできないのかなと

思ってます。 

1:19:29 はい。北海道電力の大澤です。今ですねちょっと我々の方で考え

ていたのはそもそもその別添 7の位置付けとしてはこの中縦の構

造概要を端的にお示ししますという資料ですというところと、 

1:19:40 この別添 6につきまして土木さんの方についてはその土木構造物

の断面概要というよりは断面設定の考え方としてどこを抽出する

のかっていうところで、 

1:19:50 多分その辺りの考え方をお示しする上で詳細な図面等がついてい

るというところでちょっと資料の位置付けの違い等もあるのかな

っていうふうには認識はしているところ。 

1:20:01 ではあったのでその辺りちょっと差別化しているという形ですか

というか、何か手抜きしてるんじゃないかと思うんですけど、そ

の辺の書きっぷりについては、 

1:20:14 資料としての統一感を考えないといけないのかなとちょっと思っ

てますけど。 

1:20:35 今庁内打ち合わせ中で少々お待ちください。 

1:26:34 企画課っていう規制庁の三浦佃話あるんですけどね、これ例えば

今ＧＬレベルじゃないすか。 

1:26:40 でもＧＬこれを動解モデルとはあまり関連しないでしょ。 

1:26:44 無視して、 
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1:26:46 たまたまここに事例がありますよ。だからこれ全然土木の方と違

って、解析モデルどうするかっていうこととリンクしてないんで

すよね。 

1:26:55 なので、あまり周辺状況を入れても、あまり物理的に意味ないと

思うんですよ。意味があまりないかなと思うんで、 

1:27:04 工認段階で私はいいような気がしますけどね正直言って、 

1:29:22 はい、北海道電力大沢です。図面の方ですね、コメント、承知い

たしましたちょっと今、別添 7の方ですね。では一通り建屋の耐

震評価における 

1:29:33 まず、建屋の図面、断面断面つけてますけどそれに加えてちょっ

と今、 

1:29:37 別添 7の最後にですね別途周辺状況をもう少しわかるような図面

等をですね追加することも含めてちょっと検討させていただきた

いと思います。はい。以上です。 

1:30:28 もう一つですけど、 

1:30:30 循環水ポンプ建屋についても、これ結局、分解ヤードの浄化上屋

とピットポンプの上屋とこ別々に書いてるんですけど、 

1:30:41 これの全体のイメージ、建屋としては一つになってるイメージな

ので、それを、この部分を示してるってのはもう何かわかるよう

なことできないですか。 

1:30:53 これも実はジャマーの 256 とそれから 254 の平面図は両方とも、 

1:31:00 横に並んで建屋としてあって、全体、 

1:31:04 ＳのＳ造の建物になってるんですけど、そういったイメージが読

めないんですよね。 

1:31:10 その辺を何か説明するものを入れておいてください。 

1:31:19 北海道電力の高橋です。 

1:31:21 今もちょっと合わせたような絵を、先ほどのその後ろの平面図か

ら引っ張ってきて、これは 1個 1個建屋これ個別で評価するので 1

個 1個別々にしてますけれども、 

1:31:31 先ほどのあと後ろにつけるものの中にちょっと循環水もちょっと

合わせたようなものでこういう形になってるというのをちょっと

入れたいと思います。 

1:31:39 はい。お願いします。 

1:31:49 規制庁藤原です私の方から資料 1－2のですね、3ページ。 
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1:31:54 開いていただいて、3ページの方で目次にいろいろ書いていただい

てるんですけど、ちょっともう記載だけですけど審査実績ってい

うのはちょっとすごいなんか、 

1:32:04 違和感を感じまして多分資料提出時期ぐらいが、 

1:32:09 かなと思いますすいません。ヒアリング繰り返しますけど、ヒア

リングは審査の場ではなくて事実確認の場です。会合は市審査か

もしれないけど一応そういうのをまずこれにかけての資料提出ぐ

らいで、 

1:32:22 どうでしょうかね。 

1:32:23 はい北海道電力今村ですはい。大変失礼いたしました。資料提出

数ミイで統一した記載とさせていただきたいと思います。 

1:32:32 はい規制庁藤尾です。資料 1－2の 10 ページ。 

1:32:36 開いてください。10 ページにおいてはこれは本文に該当する箇所

のまとめの記載であって、ｇポツと下から二つ目の、 

1:32:48 パラのやつですね、これは地下水排水設備に関する記載になって

ます。で、 

1:32:54 この記載っていうのは当初女川とかでは要は、今初めて今出てき

た 

1:33:02 なんていうかね先行の中で、小中にはクラス 3相当ということか

らいろいろとやって、シマイデも一応その記載を引き継がれてる

とまた泊においてはその内容はある程度は 

1:33:13 書くという内容、事業者書くというのははいわかりましたが、た

だちょっと書きようがですね何か 

1:33:21 何かすごい、何だろ違和感を感じるというか、例えばその 4行目

とかですかね。 

1:33:27 なんかよう圧力の影響を考慮しない。 

1:33:31 地下水を設定し、考慮しないとか、なんですかなんか、若干ちょ

っと牛なんか後ろ向きみたいなイメージがあるんすね。あと、ち

ょっと書きぶりはなんか、結構やや詳細に、 

1:33:43 なすっ気はいたします。例えば何かこう、 

1:33:48 近づいす、排水設備の機能 

1:33:51 考慮する、期待する施設は、地下水位を設定し、設定するか、多

分そこで一旦終わって、 

1:34:00 はい、北井支援施設については、地表面で設定する、というとこ

ろはもしかしたら本文ぐらいなのかなと。もしかしたら添付ちい



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

レベルはもうちょっと細かく書いてもいいけど、正すテンパチレ

ベルでは、 

1:34:13 何だろうまで模様圧力の影響を考慮しないっていうか、いやちょ

っと後ろ向きなんで、もうちょっとなんか書きぶりは何か工夫し

てもいいように思います。はい。このテーマは記載だけですけど

ね。 

1:34:27 はい北海道電力今村です。はい。記載内容拝承しました。 

1:34:34 地下水位を設定、そうですね。 

1:34:41 そうそう、そういう。 

1:34:43 そうですね。はい。 

1:34:46 はい。設計の考え方といいますかねわざと影響を、 

1:34:52 読み方を取られないようにササキてください。はい。 

1:34:57 はい北海道電力今村です記載について、ちょっと 

1:35:02 不適切ではないない書き方になってますので主と修正させていた

だきたいと思います。 

1:35:19 はい。 

1:35:21 はい。私の方は以上ですけど、じゃあ他確認。 

1:35:27 規制庁の尾野です。もうこれ記載だけなんですけど、四町の 

1:35:34 9 ページ右下 14 ページから、 

1:35:37 これなんですかね。 

1:35:39 ちょっと初めて聞きしたんですけど加速度時刻歴は系の横軸っ

て、Ｓｓによってなんか結構バラバラなんですよ。これって、先

行から一緒なんですか。 

1:35:50 北海道電力今村です。 

1:35:54 次地震動行という時刻が、 

1:35:58 スパンが大分変わってきますので、それに応じて見やすいように

設定をしているといったものになってます。ちょっと時刻を合わ

せるかどうか、もう 1回再度、 

1:36:09 選考を確認させていただいて、合わせてるだったら当社も合わせ

ると、先行でも合わせてないようであればこのままとさせていた

だきたいと思います。 

1:37:00 電力ノジリですけどこれ一応それぞれのＳｓの継続時間に合わせ

てプラスアルファーの切りで書いてますんで 
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1:37:09 断層モデルアサノＳｓ2のシリーズでちょっと道すごく短く見える

の 284 になってるのはこれデジタルデータとして 160 秒の模擬は

を作っているので、 

1:37:19 一応それプラスアルファの 180 にしてるっていうのが実態。 

1:37:23 んなってますこれ全部合わせにいくと多分 200 秒とかっていうよ

うな切りにしちゃうとまたそれはそれで、 

1:37:29 見づらいというのもあってそれぞれの檀茂木羽野、茂木花里地震

動の時間に合わせているということで設定します。 

1:37:39 実際はほぼゼロに近いんですけど解析上は 160 秒まで計算をさせ

てるっていうのでちょっとそれを切るわけにもいかないんで書い

てるということでございます。 

1:38:12 規制庁の伊東です。多分、大きいだけ、記載だけの話だと思うん

ですけど、 

1:38:19 55 ページ資料 1－2の 55 ページでクラス別施設の表があると思う

んですけど、 

1:38:26 津波防護施設とかを間接支持する主要設備に挙げてるものの間接

支持構造物は、書けるものだったら書いと書いといたらどうです

かという話で追記していただいたところだと思うんですけど検討

用地震動のところって、 

1:38:40 これはぬ形ですかね、書いてないの。 

1:38:45 はい北海道電力イマムラで大変失礼いたしました。検討用地震動

でＩＩ新しく追記したところに対して抜けておりました。大変失

礼いたしました。修正させていただきたいと思います。はい。で

は記載の適正化ということで、よろしくお願いします。私は以上

です。 

1:39:03 規制庁の山浦です。 

1:39:06 資料 1－5で、 

1:39:11 一つは、先ほど通しの 76 ページ、先ほど説明があったところで 

1:39:19 そういう理由で、 

1:39:21 真ん中のところで適用内適用、 

1:39:26 これ企画内なのか、適用気内閣でいいのかちょっと確認したいと

思います。 

1:39:40 北海道電力今村です。70 比較表 76 ページ資料 1－5－76 ページ目

の相違理由欄の、二つ目の記載のことかと思うんすがすいません

こちら誤記ですので色彩修正させていただきたいと思います。 
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1:40:55 はい北海道電力今村ですご指摘廃止をいたしました確かに当組合

ケース法で 2方向の影響を検討することもございますので、 

1:41:06 注記に書くのか備考欄に書くのかはありますけども、組み合わせ

係数法についても、追記させていただきたいと思います。 

1:41:13 はい。それから、 

1:41:16 99 ページで 

1:41:20 そういう理由のところなんですけども、 

1:41:24 泊 3 号炉で、3号炉は構成格納容器であることから機器配管、 

1:41:31 機器配管系として評価するため相違するというふうになってて、

格納容器の記載がないんですけども、 

1:41:40 まず機器配管系として評価するっていう、 

1:41:45 ところがですねこれ、設計地震力のところなんですけども、 

1:41:50 構成格納容器であっても例えば静的震度は 3.0Ｃｉですし、鉛直は

0.24 使ってて、荷重を出すところまでは、 

1:42:02 建屋構築物でやって実際能力評価する時は機器配管系でやるんで

すけど、 

1:42:08 ちょっとここの書き方が、 

1:42:12 トーン 

1:42:14 まじ。 

1:42:15 完全に機器配管系でやってるんだったら、3.6Ｃｉと 0.288 を使わ

ないといけないですし、ちょっとここの表現が、 

1:42:25 ちょっと気になるなと。 

1:42:27 ちょっと検討をお願いしたいんですけど。 

1:42:31 はい北海道電力今村です。そうですね 

1:42:35 ちょっとはい先行ＢＷＲの記載も参考にしながらなぜどうやった

記載が適切なか検討させていただきたいと思います。 

1:42:46 特に構成格納容器座屈評価とかやると思うんですけどもそのとき

の、 

1:42:51 先行プラントでは転倒モーメントなんかは、 

1:42:56 ケース法で出して評価してたように思いますので、 

1:43:01 格納容器は機器配管だからＳＲＳＳしか使わないというふうに、 

1:43:06 読めてしまうのも嫌だなという。 

1:43:10 のでちょっとこの付近検討をお願いしたいと思います。 

1:43:14 はい北海道電力今村です。ご指摘、拝承いたしました件、記載に

ついて検討させていただきたいと思います。 
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1:43:22 お願いいたしますそれから資料 1－7なんですけど、 

1:43:29 61 ページ 2アノ、 

1:43:33 施設分類の考え方っていうのがあるんですけども、ここは 

1:43:37 実質的に相違なしということなんですけども、玄海と比べると、 

1:43:43 例えば 

1:43:45 右から 3番目の黄色いところからだいだいに移るところで、 

1:43:52 玄海の場合には 

1:43:54 これちょっと小さいから読みにくいんですけどもＣｖ意外とＣｖ

というので線が分かれてるとか。 

1:44:01 阿藤。 

1:44:06 炉心静構造物が入ってるんですけども、それは、 

1:44:11 泊 3 号では外れてると。 

1:44:14 で、炉心支持構造物は、別途、 

1:44:18 100、168 ページＧの表ではですね。 

1:44:25 168 ページかな。 

1:44:28 上の方に表がきいてますけども、 

1:44:32 その下、限界も泊も炉心支持構造物というのは機種区分の中で、

別項目として挙げられてるんですけど、 

1:44:41 で、 

1:44:42 61 ページにも戻ると。 

1:44:44 玄海では、炉心支持構造物が入ってるけど、 

1:44:48 友利 3号ではＢＷＲに合わせてそれがなくなってると。 

1:44:53 ここはもう事実上、 

1:44:56 右端がおんなじだったら実質的な相違なしということなんですけ

ど、 

1:45:00 この 

1:45:02 何か昆布分類の進展がちょっと違うんですけど、 

1:45:07 この付近はどういうことなんでしょうか。 

1:45:15 北海道電力今村です。すいません施設分類の考え方。 

1:45:21 が玄海と泊で合ってないというご指摘だったと思います。すいま

せんちょっと 

1:45:29 弊社の図の貼り方がちっちゃくて、大変見づらくて申しわけない

んすけど、もう一度再度確認させていただいて、分類が正しい表

記になってるかどうかは、確認させていただきたいと思います。

お願いします。 
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1:45:43 それから 74 ページＧですけど、 

1:45:48 これ事故荷重と組み合わせる、地震と事故荷重との組み合わせの

ことなんですけども、 

1:46:01 74 ページの下の方で、 

1:46:04 最高使用圧力を超えるのは長くとも 66 時間程度でということで、 

1:46:12 短期荷重の説明をしてるんですけども、まず 

1:46:18 組み合わせは確率でやるので、 

1:46:22 最高使用圧力を超えるか超えないかっていうのは直接関係ないと

思うんですが、 

1:46:28 何名なんで、短期荷重が最高使用圧力を超える、 

1:46:34 超えるか超えないかで決まってるかということとあと 66 時間とい

うのが、 

1:46:40 75 ページの、 

1:46:44 図 3 を例えば見てみると、72 時間までのグラフがあるんですけど

も、 

1:46:53 これ、 

1:46:54 圧力ずっと続きそうな気がするんですが最高は最高使用圧力より

超える時間がもうちょっと続くような気がするんですけど。 

1:47:03 このグラフと 66 時間との関係は、 

1:47:08 どういうことなんでしょうかということです。 

1:47:11 はい。北海道電力今村です。まず最初の 1点目についてですけれ

ども、 

1:47:18 評価方針のほうに記載。 

1:47:21 ておりますけれども、 

1:47:24 最高使用圧力がＤＢを超えるか超えないかで閾値を設けておりま

して、ＤＢ包絡するのであればＤＢの条件になると、それをこう

いうのがＳＡの事象だと、その時間を算定してそれと組み換えＳ

ｓ－Ｄとの組み合わせを検討していると。 

1:47:40 いったものになりましてその検討の考え方については先行電力と

同様の考え方になっております。 

1:47:46 続きまして 75 ページの図 3の、 

1:47:50 時間についてですけども、本文中にも記載されておりますけど

も、 

1:47:56 実線が 
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1:47:58 基本ケースでしてその点線破線の方ですね、こちらが粗フィルタ

ーを除いたケースでしてこちらが実態に合ってるケースといった

形ですので、 

1:48:09 こちらの現実的なの値を使った時間が 66 時間程度といったことに

なります。 

1:48:17 あと、 

1:48:18 この図 3のグラフを見て、どっちを見るのかっていうのがよくわ

からなくてですねもしかしたら、点線の方かなと思ったんですけ

ど、 

1:48:27 上の方は基本ケースと書いてるので上の方見るのか、実線のほう

を見るのかなと思ったんですけど、 

1:48:34 これわあ、 

1:48:38 それが本会議で文書の方でわかるようになってる。 

1:48:42 はい、北海道電力イマムラシマ 74 ページの下から 2段落目。 

1:48:47 に記載させていただいておりまして、短期荷重の継続時間の確認

においては実機運用に合わせた格納容器再循環ユニットの粗フィ

ルターを取り外した場合の除熱特性とした場合の解析結果を用い

ると。 

1:48:59 いうふうに書かせていただいております。 

1:49:04 はいわかりました。これが点線と書いてあれば、 

1:49:09 わかりやすかったんですけども。はい。 

1:49:11 わかりました。この 

1:49:16 再講習圧力を超える超える荷重が短期荷重というのはちょっと 

1:49:22 確率のケース検討してるのにな、なんでそういうことになるのか

ってのがちょっとよくわからないんですけど、 

1:49:29 先行プラントもそれで、 

1:49:31 やってきてるので、 

1:49:34 Ｐはそういうことなんだろうというふうに思うんですけど。 

1:49:38 要は再交渉圧力以下の場合はもうＤＢで検討済みだからそれは除

外しますよということなんですね。はい、わかりました。 

1:49:56 それから、これ、単なる質問ですけど、92 ページのところで、 

1:50:02 真ん中にＣＶバウンダリっていうところで、 

1:50:07 自己間荷重と地震を組み合わせることになるんですけどこれ、 

1:50:14 圧力は、 

1:50:16 どういう圧力を持ってくるんでしょうか。 
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1:50:20 組み合わせが 0のところの、 

1:50:24 圧力なんですけど、 

1:50:34 北海道電力今村です。 

1:50:38 長期荷重の一番下のところの組み合わせ要否が 0になっているも

のだと思いますけども、ここで 

1:50:47 ＳＡの長期荷重、 

1:50:49 のを具体的にどう、どのような値を使うかっていうご指摘でしょ

うか。 

1:50:54 はい何かいろいろなケースがあって、 

1:50:59 具体、具体的な数字は、 

1:51:01 載ってないんですけども、 

1:51:08 あと、どうもそういうことなんですけど、 

1:51:10 北海道電力イマムラすみません、ちょっとどのあたりを使うか、

すいません。 

1:51:18 再度確認させて正確な値値というか、何を使うかっていうのは説

明させていただきたいと思います持ち帰り出していただきたいと

思います。すいません、考え方がわかればそれで結構です。 

1:51:31 はい。 

1:51:35 うん。 

1:51:37 100、 

1:51:39 157 ページのところで、これ質問でも何なんでもないんですけど

も、 

1:51:47 ＳＡ荷重と地震の組み合わせのフローチャートがあって、 

1:51:51 ここの中でやっとアノ。 

1:51:54 短期荷重というのは、再講習圧力を超える、 

1:52:01 なんかこうあるんですけども、 

1:52:04 超えるものを言って、長期荷重はそれ以下のものをいうというの

が、何となく定義がやっとここでわかったんですけど、一番最初

の質問した時にはですね短期荷重というのはどういう定義なのか

ちょっとよくわからなくて、 

1:52:20 それは、 

1:52:25 別にコメントでも何でもありません。すいません。166 ページ、こ

れ、一番最初に聞いた。 

1:52:32 ものと同じなんですけどもここにも図があるので、最初の質問の

ところで、 
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1:52:39 修正するんでしたらこちらの方もお願いいたしますということで

す。はい。私からは以上です。 

1:52:52 規制庁の平本です。 

1:52:56 記載の確認なんですけれども、 

1:52:58 資料の 1－3の、 

1:53:03 通しページの 26 ページに表がありまして、 

1:53:11 そこに 

1:53:13 設備区分が書いてあるわけですけれども、真ん中ぐらいのところ

に、代替非常用発電機。 

1:53:20 Ｓって書いてあるわけですが、 

1:53:22 この代替非常用発電ケースって書いてあるのは大体非常用発電機

は、 

1:53:27 ＤＢとＳＡの兼用設備であるというふうな表示になってますけど

も、これで正しいんでしょうか。 

1:53:45 北海道電力今村です。すみません伴そうですねこれはＳＡ、 

1:53:50 の単独で使用するものでございますのでＳっていうのがすいませ

ん沖でございます。 

1:53:57 規制庁平本です。わかりました。で、 

1:54:00 あともう一つなんですけども、資料の 1－7の補足説明資料の、 

1:54:07 方ですけども、 

1:54:08 衛藤さっきのあったんで、こちらの方の、 

1:54:16 3 ページ以降にですね、 

1:54:18 通しページの 3ページ以降に、設備分類の表が載ってましたん

で、 

1:54:23 これを見ていって、これ今、3点比較になっていて、限界と 

1:54:30 泊。 

1:54:32 あって、実質的な相違がないと書いてあるわけですけども、 

1:54:37 実質的な相違がないんだけども、 

1:54:40 結構そういう箇所って、いっぱいあるんですよね。 

1:54:45 なんで、変えたのかと。 

1:54:49 いうのを、 

1:54:50 できればそういう箇所の理由は、書いていただいた方がいいのか

なと。 

1:54:55 例えばですね、 

1:54:57 例えばこの 3ページで言えば、 
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1:55:00 この表の上から三つ目ぐらいのところに、使用済み燃料ピット水

位括弧Ｍ用ってありますよね。 

1:55:07 設備分類が、 

1:55:10 限界と、それから泊は違いますよね。 

1:55:15 全然これなぜかとかですね。 

1:55:22 例えば 8ページにですね、 

1:55:25 下の方から、123568 分 

1:55:31 8 ページの下から 8行目ぐらいに、原子炉容器水位がありますよ

ね。 

1:55:36 これも限界と違ったり、 

1:55:40 原子力水の、 

1:55:43 二つ三つ下のところに、 

1:55:45 可搬型格納容器内水素濃度計計測ユニットが、2行あるんですけど

も、これは何で 2行あるのかとかですね。 

1:55:54 この表はちょっと、 

1:55:57 全般見直していただいた方がいいかなと思います。 

1:56:01 はい。北海道電力今村です。 

1:56:05 8 ページの、水素計測意味と意義があったというのはすいません大

変失礼いたしました誤記でございました。その他、具体的な設備

が限界と層位。 

1:56:17 してるところについて具体的な理由を記載。 

1:56:21 することとご指摘があったかと思います。 

1:56:25 中身確認させていただいて具体的なことを筧、 

1:56:30 ていこうと。はい。思いますので、 

1:56:32 はい。いろいろちょっと調べながらはいえ、 

1:56:37 基本的には設計基準対象施設については、ほぼ相違ないと考えて

おりますけどＳＡのところで多分おそらく何個かあったかと思い

ますのでそういうところを重点的にそういう理由について記載さ

せていただきたいと思います。 

1:56:50 規制庁平本です。了解しました特に設備区分がね、変わっている

のは何で変わったのかなと。 

1:56:57 いうのを書いていただきたいなと思います。 

1:57:00 はい北海道電力今までは拝承いたしました。おそらくおそらくと

いうか 
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1:57:05 設備分類については 43 条下の審査とか踏まえて書いている部分ご

ざいますので、そういったところがわかるように記載させていた

だきたいと思います。 

1:57:17 平本ＳＥ担当私は以上です。 

1:57:26 規制庁のですちょっとパワポで確認させていただきたいんですけ

ど、あれ、燃料被覆管て消したんですか。 

1:57:33 いや何か気になったんだ。バックフィットの案件でしたっけ。そ

れってあれじゃないすか。今までのプラントって、会合でしっか

りこう説明していて、あれなんですかね、今回説明しない理由っ

て何かあんのかなと思って、それをちょっと。 

1:57:48 教えていただきたくてですね。 

1:57:50 はい北海道電力今村です。 

1:57:53 評価方針特に、先行とも変わらないっていうのもあって得々出し

してまで書くことかなというのを、社内でいろいろ検討した結果

として外させていただいたんですけれども、 

1:58:05 確かに改めて考えるとバックフィット案件ということで燃料被覆

管と戻って、 

1:58:12 機動的は高銀段階の話でもあるので、 

1:58:16 ちょっと燃料被覆管については追加で追加というか待たす記載を

復活させてさせていただきたいと思います。 

1:58:27 はい、規制庁の医師よろしくお願いします。 

1:58:34 ジャブジャブです会議室側から、ほか、各委員、よろしいです

か。 

1:58:38 ウェブで参加の方、確認ございますか。 

1:58:41 よろしいですかね。 

1:58:43 はい。そしたらコメントの確認の方に移りたいと思いますお手元

に資料 1の、 

1:58:49 8 かな、準備ください。で準備いただきました、ナンバー1から確

認していきます。ナンバー1と桟橋かあとナンバーツーの定検機材

これは、 

1:59:00 わかりましたのでこれを進めさしていただきます。ナンバー3につ

いては、若干ちょっと下旬関東の方針について若干ちょっとまだ

今日コメントが幾つか出たので、 

1:59:11 できればこれはそんなをし、継続させていただきたいと思います

んでナンバー4も合い同じですね。はい。 
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1:59:20 ナンバー5。 

1:59:23 そうですねこれもパワポが大体今、出てい行けるかなと思ったん

でこれははい、ＪＡＳＭＩＮＥにさしていただきます。 

1:59:31 ナンバー6設計基準拡張これちょっと皆さんわからなかったんです

けども、ちょっと何だっけ、結局 39 条として、何かごめんなさ

い、設置許可基準規則の 39 条に、 

1:59:44 要求がある施設がいくつかあって、耐震重要がつく、常設重大事

故防止設備、あと、 

1:59:53 緩和施設、あとそれ以外、 

1:59:57 それの中のどれにんなるんでしたっけ。それにどれにも該当しな

い。 

2:00:02 いうことですか。 

2:00:06 はい。北海道電力今村です。 

2:00:09 基本、 

2:00:12 透析基準拡張については 

2:00:16 分類上、括弧がついた記載となってございますので積値許可基準

規則上のもの、 

2:00:25 と、新たな設備分類となっているものでございます。その上で当

社としては 

2:00:34 規則で書いてるものと同等に扱うといった日、評価をするといっ

た宣言させていただいているものでございますので、そういった

ものと認識していただければと思います。 

2:00:46 衛藤規制庁以上ですなんかあまりそういう宣言にちょっと見えな

かったもので、ちょっとこのコメント回答だけでやるのかごめん

なさい。1月から 39 条として私聞いてますので、 

2:00:58 39 条として、これ設計基準拡張が、要は、同等として扱うものっ

ていうちゃんと、なんかこう書くことでできないもんなんですか

ね。 

2:01:09 ちょっとなんかすごい宙ぶらりんな感じがして、何かこれって一

体何を、39 条として我々見てるんだろうというのがちょっとよく

わかんなくなるんで、 

2:01:20 はい。北海道電力の大変失礼いたしましたこちらについては 

2:01:24 資料 1－3の 4ページ目に 

2:01:29 その設計がわかるような記載、シマでの記載を参考にさせていた

だいておりますけども、例えば（1）のところで、 
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2:01:36 常設耐震重要重大事故防止設備、 

2:01:39 に加えて今回設計基準拡張の施設を記載した上で基準地震動に対

するして設計するといった方針記載しておりますので、ここで 

2:01:49 同じような扱いをしてるというのがわかるような、になってるか

と思っております。 

2:01:56 ごめん、規制庁じゃん。私は宇津テンパチ以上の話をしてるわけ

じゃないんですねあくまでも、何だっけな 39 条の中の、 

2:02:05 何だろう、骨子まとめ資料。 

2:03:06 規制庁長ですちょっとこれについてちょっと若干ちょっとどうい

うものかっていうのが別にまとめ資料を作るかどうかおいとい

て、何かコメント回答する資料としてまずちょっと見さしてもら

って、いいですか。 

2:03:18 はい。 

2:03:19 はい北海道電力今村です。はい。わかりましたわかるような資料

をコメント回答資料として作成させていただきたいと思います。 

2:03:27 あともう 1個これ、38 条は、とはどうなんでしょうね何か同じよ

うな話で 38 条に何かあるように思ったんですけど、あっちの、 

2:03:36 38 条の地盤の方にはこういったてこないんですか。 

2:04:27 衛藤。 

2:04:28 38 についてちょっと今後ちょっと教えてください。 

2:04:45 とじゃＮｏ．6は継続にします。№87 はこれーと私が範囲出した

やつだったんで一応内容は確認してはい。私は済みとして良いの

かなと思いました。先行と同じですね。 

2:04:57 その他、確認したいこととか、規制庁側から、 

2:05:00 追加よろしいですか。はい。来春はい。 

2:05:05 すいません規制庁新迫さん。簡単にちょっと確認なんですけど、

Ｃ、資料 1－2か。 

2:05:11 のところで、 

2:05:14 飯尾秘書。 

2:05:19 し、右下の通し番号の、例えば 91 ページで第二部という形で項目

があってそれに対して別添ってのがあるんだけど、 

2:05:30 一応確認なんですけどこれ別添が、 

2:05:34 この文章の中で出てくる順番にこれ名並んでるのかな、何かバラ

バラですかどっちですか。 

2:05:45 北海道電力のイマムラず別添については出てくる順番は、 
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2:05:55 ファバラバラになっておりますナカ別添 3と別添 8が何か合わせ

技で使われてその辺りの個別の別添が入ってきてなんて順番にな

ったような感じもするんで、ここら辺はすいません。 

2:06:06 どっかでそこら辺を合わせてもらえますかねそそうしないと文章

読んでてあっちこっち行くような話だとか、やっぱり類似したも

のが、やっぱり順番で出てくるような話にもなってくるんでそう

すると、 

2:06:20 さっき別添 7の話なんだべって習って実質上一番最後になってる

はずじゃないかなっていう気もしててね。そこら辺少し整理をし

て、成立が言ってください。はい。これ皆さんの観点だと思いま

すし、 

2:06:34 資料としてのその整理の仕方としてすごくすっきりするんじゃな

いかと思うんで。はい。中身の話で李は資料の作り方なしだと思

います。 

2:06:44 はい北海道電力今村です。 

2:06:47 で出てくる順番のように別添資料を、真島整理していくという形

になるかと思います。ただこここれまで先行電力を 

2:06:58 含めてこの順番。 

2:07:00 もありましたのでそういう経緯があったので、この準備させてい

ただいておりましたけども、やっぱり読みやすさの観点で、出て

きた順番の方がわかりやすいということですので、資料整理させ

ていただきたいと思います。 

2:07:17 北海道電力から、 

2:07:19 2、よろしいですか。 

2:07:21 はい。遊佐そうですね。 

2:07:24 今日のヒアリングは以上とＳＩＭＭＥＲす。 

 


